
マレーシアでのシンガポール映画上映の意味

舛谷鋭（立教大学観光学部教授）

　シンガポール映画「To Singapore with Love」が今
年９月以降、ジョホールバル、ペナンなどで上映され
ている。ポスターにはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ド
バイや韓国・釜山の映画祭での評価を示す印と、シン
ガポールで上映禁止になった印が並ぶ。
　国外追放され、海外生活を送る元マラヤ共産党員ら
が祖国シンガポールへの思いを語るドキュメンタリー
だが、建国50周年の節目、反共の道を取った与党指導
者の選択を脅かすテーマは過敏に反応され、上映不可
となった。タン・ピンピン監督は再審議を申し立てた。
シンガポールはマレーシアと違い元党員の帰国を許し
ているものの、リー首相は「正史と対立する」と発言
し、条件付きで認める意見を退け、レイティングは変
わらなかった。その後、同映画は英国、ドイツ、エジ
プト、トルコなどで上映され、国内でも「冷戦後の共
産主義はもはや脅威でない」「騒いだせいで注目され
た」「若者に歴史を知らせるよい機会」など冷静な意見
もあった。
　シンガポールが規則と罰則満載の“Fine country”
なのは公文書館オンライン（ＮＡＳ）のポスターコレ
クションを見ればわかるが、奇妙なゆるキャラの宝庫
でもあったことを今さらながら発見した。それはさて
おき、新聞についてはマレーシアより先に、すべてシ
ンガポール・プレス・ホールディングス（ＳＰＨ）傘
下で規制下にある。
　シンガポールを代表する劇作家である故クオ・パオ
クンは1980年まで４年７カ月拘留され、左翼系モダニ
スト作家の英培安も78年に数か月拘留されている。「1
カ月に１度、牢屋から出され、また連れ戻された」と
いう証言は生々しい。いずれも裁判なしに拘禁可能な
国内治安法による。日本で戦後も数か月は効力のあっ
た治安維持法同様で、英植民地時代に制定されたマレ
ーシアの国内治安法（ＩＳＡ）と同根だ。
　マレーシアの治安立法は国内治安法と扇動法（ＳＡ）
のほか、国家機密法（ＯＳＡ）、印刷機・出版物法（Ｐ
ＰＰＡ）も関連する。国内治安法と扇動法は、安全保
障や民族関係などを取り締まる法律だ。国家機密法は
日本の国家機密保護法同様で、印刷物を対象とする。
印刷機・出版物法は情報そのもののほか、伝達の課程
も含んだ広い適用範囲を持つ。
　87年の大量逮捕は国内治安法発動だったが、この法
律は2012年に廃止され特別措置法（ＳＯＳＭＡ）に置

き換わっている。扇動法も廃止され、国民和合法（Ｎ
ＨＡ）に置き換わる予定だったが、ナジブ首相自ら前
言を撤回し、継続の目算が強くなっている。国内分裂
のほか、東南アジアからイスラム国（ＩＳ）への参戦
を、マレーシアとして法規制するためもあるようだ。
　「映画は同じ形態のメディアで反論が難しく、影響
も大きい」と、リー首相は語ったが、今はパオクンの
全集が刊行され、英の拘留の一因だった70年代のエッ
セー集も草根書室などで買うことができる。これはマ
レーシアも同様で、書籍、特にマレー語、英語以外の
出版物には、あからさまに民族、宗教、言語等のセン
シティブイシューに触れた作品が散見される。　

　国境なき記者
団による報道の
自由度ランキン
グで、マレーシア
は120位前後、治
安法・煽動法維持
のシンガポール
は 130位前後で
下回る。今年末に
もミュージカル
喜劇「シンガポー
ルの歴史２」が16
歳以下入場禁止
となった。宗教、
社会不安を与え
た事件を示唆す

るのが理由と言うが、最後に観客と小旗を振って「シ
ンガポール万歳」を叫ぶ喜劇もこうした扱いを受ける
とは、細かい気配りに驚くばかりだ。
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